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保育士産休等代替職員費補助金実施要領

（通則）

第１ 保育士産休等代替職員費補助金（以下「補助金」という。）については、予算の範

囲内において交付するものとし、実施内容及び交付手続きについては、「秋田県財務

規則（昭和 39年秋田県財務規則第４号）」（以下「規則」という。）及び「秋田県教
育庁幼保推進課関係補助金等交付要綱」（以下「要綱」という。）に定めるもののほ

か、この要領の定めるところによる。

（事業の目的）

第２ 就学前教育・保育施設（以下「施設」という。）の職員が出産又は傷病のため、長

期間にわたって継続する休暇を必要とする場合、当該施設を設置する法人又は個人

（以下「法人等」という。）がその職員の職務を行わせるための産休等代替職員を臨

時的に雇用する場合に要する経費に対して補助金を交付することにより、施設にお

いて職員が安心して休暇を取得できる体制づくりを支援するとともに、職員及び児

童等の処遇を確保することを目的とする。

（用語の定義）

第３ この要領において、「職員」とは、次の表の「施設種別」欄に掲げる施設のうち保

育業務に携わる職員として勤務する同表の「職種」欄に掲げる職員をいい、「産休等

職員」とは、出産することとなる者又は疾病若しくは負傷のため３１日以上の療養

を必要とする者で第４の５の各号に掲げる期間内の休暇の取得が承認され、就業規

則若しくは労働契約の定めるところにより労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

第１１条に規定する賃金の８割以上に相当する金額の支払いを受ける者をいい、「産

休等代替職員」とは、産休等職員の職務を臨時的に行う者をいう。

施設種別

（市町村立

を除く）

保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業（小規模保育事業、

家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）を行う事

業所、へき地保育所、企業主導型保育事業を行う事業所

職種

保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保育所及び幼保連携型認定こども園

（乳児の数が 4人未満である場合については、子育てに関する知識及
び経験を有する保健師等を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行う

に当たって、当該保育所の保育士又は当該幼保連携型認定こども園の

保育教諭による支援を受けることができる体制を確保している施設

に限る）において保育士又は保育教諭とみなして任用される保健師・

看護師・准看護師
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（産休等代替職員の任用）

第４ 産休等代替職員の任用は次によるものとする。

１ 任用の義務

補助金の交付を受けたい法人等は産休等職員の職務を行わせるため、秋田県教育

庁幼保推進課長（以下「幼保推進課長」という。）の承認を受けて産休等代替職員を

任用する。

２ 資格等

産休等代替職員は、次に掲げる資格等を有する者とする。

（１）それぞれの職種ごとの所定の資格を有する者

（２）（１）に掲げる所定の資格を有する者が得られない場合においては、次に掲げ

る者

ア 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

イ 子育て支援員研修（地域型保育コース（地域型保育））を修了した者

ウ 家庭的保育者

エ 保育所又は認定こども園において、保育業務の補助者として常勤で１年程度

の保育業務の経験を有する者

３ その他

産休等代替職員は当該施設において新たに雇用される者とする。

４ 任用の承認申請

法人等は、産休等代替職員を任用する場合においては、産休等代替職員任用承認

申請書（第１号様式）、産休等職員及び産休等代替職員調書（第２号様式）及び次に

掲げる添付書類を幼保推進課長に提出するものとする。

（１）添付書類

（２）申請の期限

産休等代替職員を任用しようとする日の１０日前の日

添 付 書 類

出産による

休暇の場合

（１）出産予定を証明する書類(母子手帳、出産予定日証明書等)の写し
（２）就業規則又は労働契約の休暇及び休職に係る部分の写し

（３）産休等代替職員の資格証の写し

又は第４の２(２)イに該当する無資格者の場合は履歴書
（４）その他、県が必要と認める書類

傷病による

休暇の場合

（１）診断書の写し

（２）就業規則又は労働契約の休暇及び休職に係る部分の写し

（３）産休等代替職員の資格証の写し

又は第４の２(２)イに該当する無資格者の場合は履歴書
（４）その他、県が必要と認める書類
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５ 任用の承認

幼保推進課長は、任用しようとする産休等代替職員が資格等の要件を満たしてい

ると認めたときは、次に掲げる期間を補助金の交付の対象となる期間の限度として

任用の承認を行い、法人等に産休等代替職員任用承認通知書（第３号様式）を通知

するものとする。

（１）出産による休暇の場合

産休等職員の出産予定日の８週間前（多胎妊娠の場合は１４週間前）の日か

ら、出産日の翌日を起算日として８週間を経過する日までの期間内において、そ

の職員が休暇を継続する期間

（２）傷病による休暇の場合

産休等職員が傷病による休暇を開始した日を起算日として、３０日を経過し

た日から９０日を経過する日までの期間内において、その休暇が継続する期間

６ 任用の変更承認申請

産休等代替職員の任用の承認を受けた法人等は、次に掲げる事項について変更が

あったときは、各事項に定める書類を幼保推進課長に提出し、変更についての承認

を受けなければならない。

（１）代替職員の変更

産休等代替職員任用変更承認申請書（第４号様式）、産休等職員及び産休等代

替職員調書（第２号様式）及び産休等代替職員の資格証の写し（無資格者の場

合は履歴書）

（２）任用期間の延長（傷病による休暇の場合）

産休等代替職員任用変更承認申請書（第４号様式）及び医師の診断書

７ 法人等の届出義務

産休等代替職員の任用の承認を受けた法人等は、産休等代替職員の任用期間中に

次に掲げる場合が生じたときは、速やかにその旨を幼保推進課長に届け出なければ

ならない。

（１）産休等職員が離職した場合

（２）産休等職員が休暇の終了により就業した場合

（３）産休等代替職員が６に掲げる事項以外の理由で変更又は離職した場合

（補助対象経費及び補助金の額等）

第５ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額

等は、別表のとおりとする。

（補助金の交付の申請）

第６ 産休等代替職員の任用の承認を受けた法人等が補助金の交付を申請するときは、

次に掲げる申請時期に、要綱第３に規定する補助金等交付申請書（様式第１号）に、

保育士産休等代替職員費補助金所要額調書（第５号様式）及び次に掲げる添付書類
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を知事に提出するものとする。

ただし、産休等代替職員の任用期間が一会計年度を超えて任用の承認を受けた法人

等は、毎会計年度にその期間に応じて交付の申請ができるものとし、その場合の添付

書類は、出産による休暇の場合は（１）及び（２）を、傷病による休暇の場合は（１）

を省略することができる。

（補助金の交付決定の変更承認申請）

第７ 補助金の交付決定を受けた法人等は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、

要綱第４に規定する補助事業変更承認申請書（様式第３号）に第６に規定する書類

を添えて、知事に提出しなければならない。

（補助金の交付）

第８ 補助金は、第９の実績報告により補助事業の実績を確認した上で交付する。

（実績報告）

第９ 補助金の交付決定を受けた法人等は、補助事業完了後３０日以内又は交付決定を

受けた年度の３月３１日のいずれか早い日までに（補助事業を廃止した場合は、そ

の後）、要綱第７に規定する実績報告書（様式第９号）に次の書類を添えて提出する

ものとする。

（１）収支精算書（要綱様式第１０号）

（２）保育士産休等代替職員費補助金精算書（第６号様式）

（３）産休等代替職員の出勤簿等の写し及び給料等を受領したことを証する書面（賃金

台帳等）の写し

（４）産休等職員が給料等を受領したことを証する書面（賃金台帳等）の写し

（補助金の請求）

第 10 補助金の請求は、補助事業の完了後速やかに規則第９１号様式を提出して行うも

のとする。

附 則

この要領は、平成２９年４月２１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。

添 付 書 類 申請時期

出産による

休暇の場合

（１） 出産日が確認できる書類（母子手帳、出産

証明書等）の写し

（２） 産休等代替職員の雇用契約書の写し

（３） 収支予算書（要綱様式第２号）

出産日の翌日から

８週間を経過する

までの期間

傷病による

休暇の場合

（１） 産休等代替職員の雇用契約書の写し

（２） 収支予算書（要綱様式第２号）
任用の承認後
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附 則

この要領は、平成３０年度の補助金から適用する。

附 則

この要領は、平成３１年度の補助金から適用する。

附 則

この要領は、令和２年度の補助金から適用する。

附 則

この要領は、令和３年度の補助金から適用する。

附 則

この要領は、令和４年度の補助金から適用する。

附 則

この要領は、令和５年度の補助金から適用する。

附 則

この要領は、令和６年度の補助金から適用する。

（別表）

区分 補助対象経費 補助対象期間 補助基準額 補助金の率又は額

第３

の表

の職

種

・産休等代替

職員に支払う

賃金又は給与

・保育業務に

係る資格保有

者に支払う手

当

出産による休暇の場合

産休等職員の出産予定日の８

週間前（多胎妊娠の場合は１４

週間前）の日から、出産日の翌

日を起算日として８週間を経

過する日までの期間内におい

て、その職員が休暇を継続する

期間

傷病による休暇の場合

産休等職員が傷病による休暇

を開始した日を起算日として、

３０日を経過した日から９０

日を経過する日までの期間内

において、その休暇が継続する

期間

１人１日当り単価

11,143円×勤務日数

（１円未満切り捨て）

※勤務日数は、補助対

象期間内で産休等代

替職員が実際に勤務

した時間数の合計を、

常勤職員の１日の勤

務時間数で除したも

のとする（小数点第二

位以下切り捨て）。

補助対象経費と補

助基準額とを比較

して少ない方の額

に次の補助率を乗

じた額
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